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す
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書
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有
事
立
法
に
お
け
る
日
本
赤
十
字
社
の
役
割
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案
」
（
以
下
、
法

案
）
は
、
第
二
条
第
五
号
に
日
本
赤
十
字
社
（
以
下
、
日
赤
）
を
指
定
公
共
機
関
に
指
定
し
て
い
る
。
福
田
康
夫
内
閣
官
房
長

官
は
去
る
五
月
一
六
日
、
指
定
公
共
機
関
の
対
象
に
つ
い
て
の
政
府
見
解
を
示
し
「
指
定
公
共
機
関
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
文

書
で
「
自
然
災
害
の
場
合
と
武
力
攻
撃
事
態
と
で
は
、
講
ず
べ
き
措
置
の
内
容
は
異
な
る
が
、
災
害
対
策
基
本
法
の
指
定
公
共

機
関
を
参
考
に
し
つ
つ
、
指
定
の
対
象
と
す
る
公
共
機
関
に
指
定
す
る
考
え
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
動
き
に
対
し
て
日
赤
現
場
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
起
こ
す
戦
争
に
協
力
し
て
、
医
療
班
を
だ
す
と
し
た
ら
、
第

二
次
世
界
大
戦
で
の
日
赤
の
従
軍
看
護
婦
た
ち
の
悲
惨
な
体
験
を
再
び
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
赤
十
字
の
中

立
は
守
ら
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
懸
念
す
る
声
が
出
て
い
る
。

日
赤
は
、
全
日
本
赤
十
字
労
働
組
合
連
合
会
の
質
問
に
対
し
、
今
ま
で
、
海
外
で
の
医
療
支
援
の
考
え
を
「
赤
十
字
の
諸
条

約
お
よ
び
赤
十
字
国
際
会
議
（
一
九
六
五
年
）
で
決
定
さ
れ
た
諸
原
則
に
則
り
、
日
赤
と
し
て
必
要
な
対
応
を
お
こ
な
う
」
と

答
え
て
い
る
。

し
か
る
に
赤
十
字
の
基
本
原
則
（
以
下
、
基
本
原
則
）
と
は
、
「
人
道
」
「
公
平
」
「
中
立
」
「
独
立
」
「
奉
仕
」
「
単

一



一
」
「
世
界
性
」
の
七
原
則
で
あ
り
、
そ
の
活
動
は
「
赤
十
字
の
基
本
原
則
」
に
基
づ
き
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
、
国
際
赤
十

字
・
赤
新
月
社
連
盟
及
び
各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
（
各
国
赤
十
字
社
）
の
相
互
の
協
力
体
制
の
下
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
有
事
法
制
に
お
け
る
日
赤
の
役
割
に
つ
い
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

基
本
原
則
の
「
独
立
」
は
、
「
各
国
の
赤
十
字
社
、
赤
新
月
社
は
、
そ
の
国
の
政
府
の
人
道
的
事
業
の
補
助
者
で
あ
り
、

そ
の
国
の
法
律
に
従
う
が
、
常
に
赤
十
字
・
赤
新
月
の
諸
原
則
に
し
た
が
っ
て
行
動
で
き
る
よ
う
、
そ
の
自
主
性
を
保
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
赤
十
字
社
法
は
、
第
三
条
（
自
主
性
の
尊
重
）
に
、
そ
の
「
特
性
に

か
ん
が
み
、
こ
の
自
主
性
は
、
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
武
力
攻
撃
事
態
法
に
そ
っ
て
指
定
公
共
機

関
に
指
定
さ
れ
活
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
赤
の
「
自
主
性
」
が
損
な
わ
れ
る
危
惧
を
、
禁
じ
え
な
い
。
「
自
主
性
」
の

「
尊
重
」
は
、
ど
の
よ
う
に
担
保
さ
れ
る
か
。
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

基
本
原
則
の
「
中
立
」
は
、
「
す
べ
て
の
人
か
ら
い
つ
も
信
頼
を
受
け
る
た
め
に
、
赤
十
字
・
赤
新
月
は
、
戦
闘
行
為
の

時
い
ず
れ
の
側
に
も
加
わ
る
こ
と
を
控
え
、
い
か
な
る
場
合
に
も
政
治
的
、
人
種
的
、
宗
教
的
ま
た
は
思
想
的
性
格
の
紛
争

に
は
参
加
し
な
い
」
こ
と
で
あ
り
、
「
公
平
」
は
「
国
籍
、
人
種
、
宗
教
、
社
会
的
地
位
ま
た
は
政
治
上
の
意
見
に
よ
る
い

か
な
る
差
別
を
も
し
な
い
。
赤
十
字
・
赤
新
月
は
た
だ
苦
痛
の
度
合
い
に
し
た
が
っ
て
個
人
を
救
う
こ
と
に
努
め
、
そ
の
場

二



合
も
っ
と
も
急
を
要
す
る
困
苦
を
ま
っ
さ
き
に
取
り
扱
う
」
こ
と
で
あ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
て
い
る
。
法
案
は
、
第

三
条
第
五
項
で
「
武
力
攻
撃
事
態
へ
の
対
処
に
お
い
て
は
、
日
米
安
保
条
約
に
基
づ
い
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
緊
密
に
協
力

し
つ
つ
、
国
際
連
合
を
始
め
と
す
る
国
際
社
会
の
理
解
及
び
協
調
的
行
動
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

し
て
い
る
。

こ
れ
で
は
日
赤
の
「
中
立
」
、
「
公
平
」
の
原
則
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

三


